
議案第８号 

 

木津川市営住宅管理条例の一部改正について 

 

木津川市営住宅管理条例（平成１９年木津川市条例第１８４号）の一部を別紙のと

おり改正する。 

 

令和２年２月２８日提出 

 

                木津川市長 河井 規子   

 

 

 

 

 

提案理由 

「民法の一部を改正する法律（平成２９年法律第４４号）」の公布により「「公営

住宅管理標準条例（案）について」の改正について（平成３０年３月３０日付け国住

備第５０５号国土交通省住宅局長通知）」が通知されたことに伴い、所要の改正を行

うものです。 

 



木津川市条例第 号 

 

木津川市営住宅管理条例の一部を改正する条例（案） 

 

木津川市営住宅管理条例（平成１９年木津川市条例第１８４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

第６条第１項中「第７号」を「第６号」に改め、同項中第６号を削り、第７号を第

６号とする。 

第７条中「第７号」を「第６号」に改める。 

第１１条第１項第１号を次のように改める。 

（１） 請書を提出すること。 

第１１条第３項を削り、同条第４項中「第２項」を「前項」に改め、同項を同条

第３項とし、同条中第５項を第４項とし、第６項を第５項とする。 

第１５条第３項中「申告」の次に「又は法第３４条の規定による書類の閲覧の請求

その他の省令第９条で定める方法により把握した入居者の収入」を加える。 

第１７条第１項中「第１１条第５項」を「第１１条第４項」に改める。 

第３１条第２項中「第８条第２項」の次に「又は第３項」を加える。 

第４２条第３項中「年５分の割合」を「法定利率」に改める。 

第４３条第１項中「厚生省令・建設省令（平成８年厚生省・建設省第１号）第２

項」を「公営住宅法第４５条第１項の事業等を定める省令（平成８年厚生省・建設省

令第１号）第２条」に改める。 

第４６条中「第１１条第５項」を「第１１条第４項」に改める。 

第５０条中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号を第５号とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 



（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に市営住宅の入居者として決定している者については、改

正前の木津川市営住宅管理条例第６条、第１１条及び第５０条の規定は、この条例

の施行後も、なおその効力を有する。 

 

 



参考資料（議案第８号） 

 

木津川市営住宅管理条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

（新） （旧） 

第１条～第５条 （略） 第１条～第５条 （略） 

（入居者の資格） （入居者の資格） 

第６条 公営住宅に入居することができ

る者は、次の各号（高齢者、障害者そ

の他の特に居住の安定を図る必要があ

る者として次項で定める者（次条第２

項において「高齢者等」という。）に

あっては第２号から第６号まで、被災

市街地復興特別措置法（平成７年法律

第１４号）第２１条に規定する被災者

等にあっては第２号及び第４号）の条

件を具備する者でなければならない。 

第６条 公営住宅に入居することができ

る者は、次の各号（高齢者、障害者そ

の他の特に居住の安定を図る必要があ

る者として次項で定める者（次条第２

項において「高齢者等」という。）に

あっては第２号から第７号まで、被災

市街地復興特別措置法（平成７年法律

第１４号）第２１条に規定する被災者

等にあっては第２号及び第４号）の条

件を具備する者でなければならない。 

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略） 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（６） 市長が適当と認める連帯保証

人が２人あること。 

（６） （略） （７） （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（入居者資格の特例） （入居者資格の特例） 

第７条 公営住宅の借上げに係る契約の

終了又は公営住宅の用途の廃止により

当該公営住宅の明渡しをしようとする

入居者が、当該明渡しに伴い他の市営

住宅に入居の申込みをした場合におい

ては、その者は、前条第１項第１号、

第７条 公営住宅の借上げに係る契約の

終了又は公営住宅の用途の廃止により

当該公営住宅の明渡しをしようとする

入居者が、当該明渡しに伴い他の市営

住宅に入居の申込みをした場合におい

ては、その者は、前条第１項第１号、



第３号から第６号までに掲げる条件を

具備する者とみなす。 

第３号から第７号までに掲げる条件を

具備する者とみなす。 

２ 前条第１項第３号イに掲げる公営住

宅の入居者は、同条第１項各号（高齢

者等にあっては、同条第１項第２号か

ら第６号まで）に掲げる条件を具備す

るほか、当該災害発生の日から３年間

は、当該災害により住宅を失った者で

なければならない。 

２ 前条第１項第３号イに掲げる公営住

宅の入居者は、同条第１項各号（高齢

者等にあっては、同条第１項第２号か

ら第７号まで）に掲げる条件を具備す

るほか、当該災害発生の日から３年間

は、当該災害により住宅を失った者で

なければならない。 

第８条～第１０条 （略） 第８条～第１０条 （略） 

（住宅入居の手続） （住宅入居の手続） 

第１１条 公営住宅の入居決定者は、決

定のあった日から市長が指定する期日

までに、次に掲げる手続をしなければ

ならない。 

第１１条 公営住宅の入居決定者は、決

定のあった日から市長が指定する期日

までに、次に掲げる手続をしなければ

ならない。 

（１） 請書を提出すること。 （１） 入居決定者と同程度以上の収

入を有する者で、市長が適当と認

める連帯保証人２人の連署する請

書を提出すること。 

（２） （略） （２） （略） 

２ （略） ２ （略） 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

３ 市長は、特別の事情があると認める

者に対しては、第１項第１号の規定に

よる請書に連帯保証人２人の連署を必

要としないこととすることができる。 

３ 市長は、公営住宅の入居決定者が第

１項又は前項に規定する期間内に第１

項の手続をしないときは、公営住宅の

４ 市長は、公営住宅の入居決定者が第

１項又は第２項に規定する期間内に第

１項の手続をしないときは、公営住宅



入居の決定を取り消すことができる。 の入居の決定を取り消すことができ

る。 

４・５ （略） ５・６ （略） 

第１２条～第１４条 （略）  第１２条～第１４条 （略） 

（収入の申告等） （収入の申告等） 

第１５条 （略） 第１５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 市長は、第１項の規定による収入の

申告又は法第３４条の規定による書類

の閲覧の請求その他の省令第９条で定

める方法により把握した入居者の収入

に基づき、収入の額を認定し、当該額

を入居者に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による収入の

申告に基づき、収入の額を認定し、当

該額を入居者に通知するものとする。 

４ （略） ４ （略） 

第１６条 （略） 第１６条 （略） 

（家賃の納付） （家賃の納付） 

第１７条 市長は、入居者から第１１条

第４項の入居可能日から当該入居者が

公営住宅を明け渡した日（第３５条第

１項又は第３７条第１項の規定による

明渡しの期限として指定した日の前日

又は明け渡した日のいずれか早い日、

第４２条第１項による明渡しの請求の

あったときは明渡しの請求のあった

日）までの間、家賃を徴収する。 

第１７条 市長は、入居者から第１１条

第５項の入居可能日から当該入居者が

公営住宅を明け渡した日（第３５条第

１項又は第３７条第１項の規定による

明渡しの期限として指定した日の前日

又は明け渡した日のいずれか早い日、

第４２条第１項による明渡しの請求の

あったときは明渡しの請求のあった

日）までの間、家賃を徴収する。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

第１８条～第３０条 （略） 第１８条～第３０条 （略） 

（収入超過者に対する家賃等） （収入超過者に対する家賃等） 



第３１条 （略） 第３１条 （略） 

２ 市長は、前項に定める家賃を算出し

ようとするときは、収入超過者の収入

を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下

で、政令第８条第２項又は第３項に規

定する方法によらなければならない。 

２ 市長は、前項に定める家賃を算出し

ようとするときは、収入超過者の収入

を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下

で、政令第８条第２項に規定する方法

によらなければならない。 

３ （略） ３ （略） 

第３２条～第４１条 （略） 第３２条～第４１条 （略） 

（住宅の明渡請求） （住宅の明渡請求） 

第４２条 （略） 第４２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 市長は、第１項第１号の規定に該当

することにより同項の請求を行ったと

きは、当該請求を受けた者に対して、

入居した日から請求の日までの期間に

ついては、近傍同種の住宅の家賃の額

とそれまでに支払を受けた家賃の額と

の差額に法定利率による支払期後の利

息を付した額の金銭を、請求の日の翌

日から当該市営住宅の明渡しを行う日

までの期間については、毎月、近傍同

種の住宅の家賃の額の２倍に相当する

額以下の金銭を徴収することができ

る。 

３ 市長は、第１項第１号の規定に該当

することにより同項の請求を行ったと

きは、当該請求を受けた者に対して、

入居した日から請求の日までの期間に

ついては、近傍同種の住宅の家賃の額

とそれまでに支払を受けた家賃の額と

の差額に年５分の割合による支払期後

の利息を付した額の金銭を、請求の日

の翌日から当該市営住宅の明渡しを行

う日までの期間については、毎月、近

傍同種の住宅の家賃の額の２倍に相当

する額以下の金銭を徴収することがで

きる。 

４・５ （略） ４・５ （略） 

（使用許可） （使用許可） 

第４３条 市長は、社会福祉法人その他

公営住宅法第４５条第１項の事業等を

第４３条 市長は、社会福祉法人その他

厚生省令・建設省令（平成８年厚生



定める省令（平成８年厚生省・建設省

令第１号）第２条に規定する者（以下

「社会福祉法人等」という。）が公営

住宅を使用して同省令第１条に規定す

る事業（以下「社会福祉事業等」とい

う。）を行うことが必要であると認め

る場合においては、当該福祉法人等に

対して、公営住宅の適正かつ合理的な

管理に著しい支障のない範囲で公営住

宅の使用許可をすることができる。 

省・建設省第１号）第２項に規定する

者（以下「社会福祉法人等」とい

う。）が公営住宅を使用して同省令第

１条に規定する事業（以下「社会福祉

事業等」という。）を行うことが必要

であると認める場合においては、当該

福祉法人等に対して、公営住宅の適正

かつ合理的な管理に著しい支障のない

範囲で公営住宅の使用許可をすること

ができる。 

２ （略） ２ （略） 

第４４条・第４５条 （略） 第４４条・第４５条 （略） 

（準用） （準用） 

第４６条 社会福祉法人等による公営住

宅の使用に当たっては、第１７条から

第２８条まで、第３７条、第４１条及

び第６８条の規定を準用する。この場

合において、これらの規定中「家賃」

とあるのは「使用料」と、「入居者」

とあるのは「社会福祉法人等」と、第

１７条中「第１１条第４項」とあるの

は「第４４条第２項」と、「入居可能

日」とあるのは「使用開始可能日」

と、「第３５条第１項又は第３７条第

１項」とあるのは「第３７条第１項」

と、「第４２条第１項」とあるのは

「第４９条」と読み替えるものとす

る。 

第４６条 社会福祉法人等による公営住

宅の使用に当たっては、第１７条から

第２８条まで、第３７条、第４１条及

び第６８条の規定を準用する。この場

合において、これらの規定中「家賃」

とあるのは「使用料」と、「入居者」

とあるのは「社会福祉法人等」と、第

１７条中「第１１条第５項」とあるの

は「第４４条第２項」と、「入居可能

日」とあるのは「使用開始可能日」

と、「第３５条第１項又は第３７条第

１項」とあるのは「第３７条第１項」

と、「第４２条第１項」とあるのは

「第４９条」と読み替えるものとす

る。 



第４７条～第４９条 （略） 第４７条～第４９条 （略） 

（入居者の資格） （入居者の資格） 

第５０条 特定公共賃貸住宅に入居する

ことができる者は、次の条件を具備す

る者でなければならない。 

第５０条 特定公共賃貸住宅に入居する

ことができる者は、次の条件を具備す

る者でなければならない。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（４） 入居者の所得以上の所得を有

する連帯保証人が２人あること。 

（４）・（５） （略） （５）・（６） （略） 

第５１条～第６９条 （略） 第５１条～第６９条 （略） 

  

 



     
政策等の形成過程の説明資料 

     

議 案 名 議案第８号 木津川市営住宅管理条例の一部改正について 

担 当 課 施設整備課 住宅係 

 
提 案 事 項 の 概 要 等 
（必要性、効果等） 

 
 

民法の一部を改正する法律（平成２９年法律第４４号）の公布

により、公営住宅管理標準条例（案）についての改正について（平

成３０年３月３０日付け国住備第５０５号） 国土交通省住宅局

長通知）が通知されたことに伴い、所要の改定を行うものです。 
 近年の単身高齢者等の増加や、市営住宅の役割等を踏まえ入居

予定者（住宅確保要配慮者：低所得者、障害者、高齢者等）が保

証人の確保ができないことを理由に入居できないといった状況

に陥らないよう、連帯保証人の確保を不要とするものです。 

提案に至るまでの経緯 

・市営住宅管理審議会において内容確認や論点・課題・方向性に

ついて、協議・検討を実施 
・京都府、近隣市町動向を調査 
・課内で協議・検討を行い、改正案を決定 
・木津川市営住宅管理審議会で答申を得る（令和元年１２月１８

日） 
・政策会議（令和２年１月１５日）にて案を決定 

市 民 参 加 の 状 況 

□有  ■無 
 

市総合計画の位置付け 

基 本 方 針 ６ 快適で住みよい生活環境と、豊かな自然に恵ま
れたまちづくり 

政 策 分 野 １３ 都市基盤 

施 策 ②住宅  
ア．豊かで安心できる住宅セーフティネットの形成 

概 算 事 業 費 
( 単 位 : 千 円 ) 

□単年度（  年度） 
□複数年度（  年度） 
 

将来にわたる効果及び
経費の状況 

連帯保証人に関する規定を削除することにより、現に住宅に困

窮していることが明らかな低所得者、障害者、高齢者等が応募し

やすくなります。 
住宅に困窮する方への的確な市営住宅の供給が図れます。 

 


